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令和元年岳南排水路管理組合議会定例会（１０月）会議録 

令和元年１０月２１日（月） 

１ 出 席 議 員（１０名） 

１番 須 藤 秀 忠 議員 

２番 米 山 享 範 議員 

３番 川 窪 吉 男 議員 

４番 吉 川 隆 之 議員 

５番 荻 田 丈 仁 議員 

６番 杉 山  諭  議員 

７番 山 下 い づ み 議員 

８番 萩 野 基 行 議員 

９番 中 村 憲 一 議員 

１０番 齋 藤 和 文 議員 

２ 説明のため出席した者（９名） 

管 理 者 小長井 義 正 君 

副 管 理 者 仁 藤   哲  君 

監 査 委 員 山 田 充 彦 君 

富士市上下水道部長 諏訪部 浩 康 君 

富士市産業経済部長 山 田 教 文 君 

富士宮市水道部長 横 山 真 二 君 

局 長 渡 辺  孝  君 

参事兼施設課長 山 本  太  君 

総 務 課 長 根 上 忠 記 君 

３ 出席した事務局職員（４名） 

管 理 係 長 小 泉 大 輔 君 

庶 務 係 長 後 藤 洋 幸 君 

庶 務 係 主 査 渡 邊 友 貴 君 

庶 務 係 主 事 佐 野 光 則 君 
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４ 議 事 日 程 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  報第１号  専決処分の報告について 

日程第４  認第１号  平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第５  議第４号  令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

ついて（第１号） 

日程第６  議第５号  岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に関す 

            る条例の一部を改正する条例制定について 

日程第７  議第６号  岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

を求めることについて 
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午前１０時 開 会 

○総務課長（根上忠記君） 会議に先立ちましてお願い申し上げます。本日、会議開催

中、管理組合広報紙及び報道機関の写真を撮らせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（米山享範議員） 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（米山享範議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第 

３５条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

５番   荻 田 丈 仁 議 員 

７番   山 下 いづみ 議 員 

 以上２名を指名いたします。 

日程第２ 会期の決定 

○議長（米山享範議員） 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） お許しを得ましたので、本定例会に上程いたします議案の審

議に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私

ともに大変ご多忙な中ご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、本定例会にご提案申し上げ、ご審議を賜ります議案の大要につきましてご説

明申し上げますが、詳細につきましては、後刻、事務局から説明させますので、あらかじ

めご了承いただきたいと存じます。 
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 最初に、報第１号専決処分の報告についてでございますが、流量計を通さない不適切排

水が確認された使用者に対する損害賠償の額の決定及び和解につきまして、専決処分をい

たしましたので報告するものであります。 

 次に、認第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、歳入が６億４,６３６万円余、歳出が６億１,０９７万円余であります。歳入を前

年度と比較しますと８９０万円余、率にいたしまして１.４％の増となっております。これ

は財産運用収入及び基金繰入金が増加したことによるものであります。 

 なお、各工場の岳南排水路使用に係る使用料収入は、前年度から６３万円余、率にしま

して０.１％の減少となり、また、この使用料収入の基礎となります排水量につきまして

は、前年度から約３９万立方メートル、率にして０.２％の減少となりました。 

 次に、歳出でありますが、前年度と比較しますと１,３６７万円余、率にしまして 

２.３％の増となっております。これは、総務管理費及び積立金は減少しておりますが、施

設管理費及び施設維持改良費が増加したことによるものでございます。 

 なお、将来的なコスト等を考え内容を一部変更したものを除き、全ての事業は計画どお

り執行することができました。今後も、当地域の産業振興と環境保全のため、施設の維持

管理になお一層の努力をしてまいる所存でございます。 

 次に、議第４号令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ８２８万８,０００円を追加し、６億２,８２８万８,０００

円とするものでございます。これは、歳入におきまして、前年度繰越金及び弁償金の追

加、歳出におきましては、一般管理費の増額及び予備費に追加措置をするものでございま

す。 

 次に、議第５号岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例制定についてでありますが、本案は、職員の特殊勤務手当に新たに災害応急作業等手

当を新設するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議第６号でございますが、この案件は人事案件でございますので、後刻、上程されまし

た際、改めてご説明いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 以上、上程案件につきまして、極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議の

上、適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わらせてい

ただきます。 

○議長（米山享範議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

日程第３ 報第１号 専決処分の報告について 
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○議長（米山享範議員） 日程第３ 報第１号専決処分の報告についてを議題といたしま

す。 

 当局の報告を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました報第１号専決処分の報告についてご説明

を申し上げます。 

 議案書の１ページをお願いいたします。本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に

基づき、専決処分をした損害賠償の額の決定及び和解について、同条第２項の規定に基づ

き報告をするものであります。 

 それでは、内容についてご説明いたしますので、議案書の３ページをお願いいたしま

す。本件は、不適切排水に関する通報を受け、本年４月２３日より、岳南排水路使用者で

ある相手方への立入調査を行った結果、一部の工場排水が流量計を通らずに岳南排水路へ

流入していたことが確認されたものです。このため、相手方へ不適切排水の是正指導を行

い、本年５月９日には、本組合職員立ち会いのもとで、適正な状態に改善されたことを確

認しております。 

 その後、是正による排水量の増分から未計量分を推計して、損害賠償金を 

２９０万５９７円と算出し、相手方代表者への聞き取り調査及び損害賠償請求に係る協議

を重ねた結果、本組合が提示した損害賠償金を支払うことで和解が成立したものでありま

す。 

 なお、聞き取り調査等の結果、不適切排水は、工業用水使用による排水量増加に伴い、

流量計及び配管を新設した平成１４年以降、使用していないものと認識をしていた旧配管

より流入していたものであり、相手方から過失への深い謝罪を受けた後、本年８月１日に

示談書を取り交わし、同月６日には損害賠償金の支払いを受けております。 

 最後となりますが、今後、使用者の排水系統変更時などには、本件を念頭に、これまで

以上に注意を持って確認作業に当たるなど、未然防止に努めてまいります。 

 以上で報第１号の説明を終わります。 

○議長（米山享範議員） 当局の報告を終わります。 

 これから報第１号について質疑に入ります。 

○１番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（米山享範議員） １番 須藤秀忠議員。 

○１番（須藤秀忠議員） 本件は通報によって判明したものでありますが、念のためちょ
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っとお伺いしますけど、他の会社では、このようなことはないという確認はされているの

か。通報によるものということは、組合のほうから、ほかの工場についてもこうした例が

ないかどうかという確認は全てやってあるのかどうかということを１つお聞きします。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） 現在まで、ほかの８６社の工場につきましてそういう調査は行っ

ておりませんけれども、今後につきましては、接続時に排水設備の図面を提出してもらっ

ておりますので、検針時にその図面と現場が一致しているのかという確認作業を行ってい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○１番（須藤秀忠議員） 議長。 

○議長（米山享範議員） １番 須藤秀忠議員。 

○１番（須藤秀忠議員） 本件についても、要するに、接続した日が平成１４年ですよ

ね。その後に見つかったんですね。ですから、これからそういうのが出てきたら調査する

んじゃなくて、やっぱりこうしたことがほかにも行われているかどうかとか、これを例に

とって確認してみる必要があるんじゃないかと私は思っているんですよ。わからないまま

あくまで通報によるものだと。決してこんなことが二度とあってはならないと思っており

ますから、これについてはやっぱりかなり厳重な厳しいチェックをすべきで、またありま

したなんていうことのないようにしていただきたいなと思って、よろしくお願いします。 

○議長（米山享範議員） ほかにはよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わります。 

 以上で報第１号専決処分の報告についての報告を終わります。 

     日程第４ 認第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出 

          決算認定について 

○議長（米山享範議員） 日程第４ 認第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について、当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました認第１号平成３０年度岳南排水路管理組



 7

合会計歳入歳出決算認定についてご説明をいたします。 

 決算書の１ページをお願いいたします。平成３０年度の歳入歳出決算は、歳入総額 

６億４,６３６万６,０５３円、歳出総額６億１,０９７万７,８９６円、歳入歳出差引残額

３,５３８万８,１５７円でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきま

す。なお、詳細につきましては、表紙が薄緑色の事業報告書をあわせてご参照いただきま

すようお願い申し上げます。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づきご説明いたします。最初に歳入です

が、決算書の６ページ、７ページ、あわせて事業報告書の８ページから１３ページをごら

んください。 

 １款使用料及び手数料は、予算現額４億６,０３３万９,０００円に対し、調定額、収入

済額はともに４億６,２９８万７,３２６円となっております。なお、歳入総額に占める使

用料及び手数料の割合は７１.６％となっております。 

 このうち１項１目１節使用料は、調定額、収入済額ともに４億６,２７０万１,９７９円

で、不納欠損額、収入未済額はございませんでした。 

 次に、この使用料の算定基礎となる許可排水量及び実績排水量についてご説明いたしま

すので、事業報告書の１４、１５ページ、別表－３の岳南排水路路線別排水量及び使用料

認定実績表をごらんください。 

 まず、使用工場数ですが、１工場が新規使用したことにより８７工場となりましたが、

休止工場が１工場増加して１１工場となったことから、実質稼働工場は前年度と変わらず

７６工場となっております。 

 基本料金の算定基礎となる許可排水量は、表の右上、太枠内に記載してありますよう

に、日量１１２万２,８３５立方メートルで、前年度に比較して４,０００立方メートルの

増となっております。これは１工場の新規使用によるものです。 

 また、従量料金の算定基礎となる実績排水量は、表の右下、太枠のＡ欄に記載してあり

ますように、年間２億４,０８１万２７７立方メートルで、前年度と比較して 

３８万９,４８７立方メートル、０.２％の減となっております。 

 なお、Ｂ欄の４億６,２７０万１,９７９円は、基本料金と従量料金を合わせた年間使用

料収入で、前年度と比較して６３万９,７６８円、０.１％の減となっております。 

 決算書の６、７ページにお戻りください。２款財産収入ですが、１項１目利子及び配当

金は、岳南排水路基金及び職員退職手当基金の運用に伴う利子等の収入で、予算現額 

６,０６１万４,０００円に対し、調定額、収入済額はともに６,０６１万３,６４６円とな
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っております。その内訳は、国債など債券の利子等によるものが６,０５８万５,６９１

円、大口定期預金の利子によるものが２万７,９５５円となっております。 

 また、補正ですが、岳南排水路基金では、債券の売却差益等の増分と大口定期預金の預

け入れがなかったことによる減分で差し引き１,１９５万円の増額となり、また、職員退職

手当基金では、大口定期預金の利率が当初見込みを下回ったことにより２万２,０００円の

減額となったことで、両基金を合わせて１,１９２万８,０００円の増額補正となっており

ます。 

 次の３款繰入金は、岳南排水路基金及び職員退職手当基金からの繰り入れで、予算現額

８,２５５万８,０００円に対し、調定額、収入済額はともに８,２５５万７,０２４円とな

っております。 

 補正ですが、岳南排水路基金繰入金は、前年度繰越金が当初の見込みを上回ったことに

より２,８００万円の減額補正を行い、また、職員退職手当基金繰入金は、調整率の改定に

より３６万５,０００円の減額補正を行っております。 

 次の４款繰越金は、前年度の決算確定に伴い、３,０１５万９,０００円の増額補正を行

ったことにより、予算現額は４,０１５万９,０００円となり、これに対する調定額、収入

済額はともに４,０１５万９,０５８円となっております。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。５款諸収入ですが、２項雑入は、予算現額 

５万円に対し、調定額、収入済額はともに３万５,１５３円で、これは臨時・嘱託職員負担

分の雇用保険料などでございます。 

 以上、歳入の合計は、予算現額６億４,３７２万２,０００円に対し、調定額、収入済額

はともに６億４,６３６万６,０５３円となっております。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。歳出になります。なお、事業報告書の 

１６ページから２１ページをあわせてごらんください。 

 まず、１款議会費ですが、予算現額３１万５,０００円に対し、支出済額は 

２３万３,０２０円で、執行率は７４.０％、８万１,９８０円が不用額となっております。

内訳は、組合議会議員１０人の報酬費１９万４,０００円及び事務局運営経費 

３万９,０２０円で、定例会２回の議会開催に係る所要経費でございます。 

 次の２款総務費ですが、予算現額５億７,２５３万３,７００円に対し、支出済額は 

５億４,５１３万１,２３０円で、執行率は９５.２％、２,７４０万２,４７０円が不用額と

なっております。 

 このうち、１項１目一般管理費は、予算現額１億５,６３８万６,７００円に対し、支出

済額は１億５,４９２万３,７２１円で、執行率は９９.１％、１４６万２,９７９円が不用
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額となっております。 

 内訳ですが、給与費は一般職１３人、派遣職員２人に係る人件費など 

１億１,７１６万２,４９３円で、歳出総額の１９.２％を占めております。 

 また、人事管理費１,００５万４,８５７円は、臨時職員の賃金、職員研修及び職員厚生

費等の経費で、事務管理費１,０１１万４,６０５円は事務運営経費、そして財産管理費 

７４８万４,０６６円は庁舎、車両、用地管理に係る所要経費でございます。 

 次の公租公課費１,０１０万７,７００円は消費税となります。 

 補正につきましては、給与改定等に伴い給料、職員手当等、共済費、賃金が増額とな

り、また、派遣職員の構成変動等に伴い負担金が減額となったことにより、差し引き 

４６０万５,０００円の減額補正を行っております。 

 また、予備費からの充用ですが、平成２９年度の消費税及び地方消費税の確定に伴い、

不足額として公課費へ５９４万７,７００円を充用し、また、時間外勤務手当が当初の見込

みを上回ったことにより、不足額として職員手当等へ２０万２,０００円を充用しておりま

す。 

 次の１２、１３ページをお願いいたします。２項施設管理費ですが、１目排水管理費

は、予算現額１６５万円に対し、支出済額は１５０万６,３７０円で、執行率９１.３％、

１４万３,６３０円が不用額となっております。 

 内訳ですが、水質調査費２８万７,４５６円は各路線の水質調査に係る経費で、硫化水素

調査費１２１万８,９１４円は管路施設保全のための硫化水素調査に係る経費でございま

す。 

 続いて、２目下水道管理費は、予算現額５,６３２万５,０００円に対し、支出済額は 

５,２４３万８,６５７円で、執行率は９３.１％、不用額は３８８万６,３４３円となって

おります。 

 内訳ですが、排水量管理費１３７万７,８６２円は、使用料金の算定根拠となる排水量の

調査に係る所要経費でございます。 

 次の下水道維持費５,１０６万７９５円は、管路施設の維持に要する経費で、（１）維持

補修費２,３７１万８,９６０円は人孔整備、管内補修などの工事請負費、（２）保守点検費

２,５８４万７,２４０円は管内点検作業委託など、また、（３）下水道管理事務費 

１４９万４,５９５円は管理事務に係る所要経費でございます。 

 次に、３目ポンプ場管理費は、予算現額４,０８５万６,０００円に対し、支出済額は 

３,５９０万９,２６６円で、執行率は８７.９％、４９４万６,７３４円が不用額となって

おります。 
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 内訳ですが、（１）維持補修費７０万２,０００円は、今泉ポンプ場場内の樹木管理等の

工事請負費、（２）保守点検費３,０８３万４,２１６円は、今泉ポンプ揚の運転管理業務及

び電気工作物保安管理業務等の委託料及び修繕料、（３）ポンプ場管理事務費 

４３７万３,０５０円は、主として電気料及び工業用水使用料など主ポンプ運転に係る経常

的な経費でございます。 

 次に、３項１目施設改良費は、予算現額３億１,７３１万６,０００円に対し、支出済額

は３億３５万３,２１６円で、執行率は９４.７％、不用額は１,６９６万２,７８４円とな

っております。この科目は、施設の維持保全対策のための改良事業に要する経費で、歳出

総額の４９.２％を占めております。 

 内訳ですが、管渠施設費のうち（１）保全対策事業費２億９,４１８万９,２８０円は、

管路施設基本設計などの業務委託４件、管更生などの工事１５件、岳南１号第１排水路天

間工区改良事業に係る負担金などでございます。 

 また、（２）管渠施設事務費１３４万６,０５６円は、管渠の施設改良における所要経費

でございます。 

 次のポンプ場施設費、（１）保全対策事業費４８１万６,８００円は、耐震補強に係る工

事請負費でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。次に、３款公債費でございます。予算現

額１万円ですが、借り入れの必要がなく、未執行となっております。 

 続いて、４款諸支出金でございます。１項１目岳南排水路基金積立金は、予算現額 

６,０５８万６,０００円に対し、支出済額は６,０５８万５,６９１円、執行率は 

９９.９％、不用額は３０９円となっております。 

 内訳ですが、債券の運用利子が４,８３１万８,２５５円、償還差益が２０２万５,３９８

円、売却差益が１,０２４万２,０３８円となっており、これらを基金として積み立てるも

のでございます。 

 補正ですが、債券売却差益等の増分１,１９７万３,０００円と、大口定期預金の預け入

れがなかったことによる減分２万３,０００円との差し引き１,１９５万円の増額補正を行

っております。 

 次の２目職員退職手当基金積立金は、予算現額５０２万８,０００円に対し、支出済額は

５０２万７,９５５円、不用額は４５円でございます。 

 内訳ですが、大口定期預金による利子収入２万７,９５５円と基金積立金５００万円でご

ざいます。 

 補正ですが、大口定期預金の利率が当初見込みを下回ったことにより、２万２,０００円
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の減額補正を行っております。 

 基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の２７ページ、別表－５、基金運用状

況をごらんください。 

 １、岳南排水路基金の決算年度末現在高は、表の着色部分右端に記載しておりますが、

３４億１,７１１万７,７３０円でございます。このうち、国債、政府保証債及び地方債等

の購入金額は、ページ中ほどの基金預金状況の表中、下から２行目の右端に括弧書きで記

載してございますように、額面総額３２億円の債券を３１億５,６６２万３,１０２円で購

入しております。 

 また、２、職員退職手当基金でございますが、決算年度末現在高は 

３,２０６万７,７４３円となっております。 

 決算書の１４ページ、１５ページにお戻りください。５款予備費でございますが、予算

現額は５２４万９,３００円で、同額が不用額となっております。 

 補正ですが、補正第１号で、予算調整のため３,０１５万９,０００円を増額し、補正第

２号で同じく予算調整のため２,３７６万円を減額したことにより、差し引き 

６３９万９,０００円の増額補正となっております。 

 なお、予備費からの充用ですが、平成２９年度の消費税及び地方消費税の確定に伴い、

不足額５９４万７,７００円を公課費へ充用し、また、時間外勤務手当が当初の見込みを上

回ったため、不足額２０万２,０００円を職員手当等へ充用したことにより、合わせて 

６１４万９,７００円の充用となっております。 

 以上、歳出の合計は、予算現額６億４,３７２万２,０００円に対し、支出済額は 

６億１,０９７万７,８９６円で、不用額は３,２７４万４,１０４円となっております。 

 次の１６ページ、実質収支に関する調書をお願いいたします。歳入総額は 

６億４,６３６万６,０００円、歳出総額は６億１,０９７万８,０００円、歳入歳出差引額

は３,５３８万８,０００円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、同額が

実質収支額でございます。 

 続いて１７ページ、１８ページ、財産に関する調書をお願いいたします。１、公有財産

のうち（１）土地及び建物ですが、ともに決算年度中の増減はなく、土地においては行政

財産と普通財産とを合わせて１万７,７８４.４９平方メートル、建物においては 

９９９.９３平方メートルとなっております。 

 次の１９、２０ページ下段、（２）物権につきましても、決算年度中の増減はなく、地上

権設定用地が４,２６３.６８平方メートルとなっております。 

 続いて、２１、２２ページをお願いいたします。２、物品につきましても、取得価格１
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件３０万円以上の物品の年度中の増減はなく、車両など２７件となっております。 

 ２３、２４ページをお願いいたします。３、施設（管きょ）ですが、岳南１号第１排水

路において、天間工区改良事業に伴い、新設分と廃止撤去分との差し引きで８１.８９メー

トルの増となり、年度末現在高は３万８,１６１.５６メートルとなっております。 

 ２５ページをお願いいたします。４、基金でございますが、先ほどご説明をいたしまし

たとおり、（１）岳南排水路基金では、決算年度末現在高は３４億１,７１１万７,７３０

円、また、（２）職員退職手当基金では、年度末の現在高は３,２０６万７,７４３円でござ

います。 

 以上で認第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算についての説明を終

わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（米山享範議員） 当局の説明を終わります。 

 監査の結果について、山田監査委員の報告を求めます。 

○監査委員（山田充彦君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 山田監査委員。 

○監査委員（山田充彦君） ご指名がありましたので、平成３０年度岳南排水路管理組合

会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果についてご報告申し上げます。 

 審査は令和元年８月５日に実施いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、基

金運用状況及び会計書類が地方自治法等関係法令に準拠して作成されているか確認すると

ともに、決算数値の照合を行い、あわせて関係職員から説明を聴取して審査を行いまし

た。その結果、決算書及び附属関係書類等は、いずれも関係法令に準拠して作成されてお

り、計数は関係諸帳簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につ

きましても適正であり、事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。 

 これらの審査結果につきましては、お手元に配付いたしております平成３０年度岳南排

水路管理組合会計決算審査意見書にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願い

いたします。決算数値の詳細につきましては、先ほど事務局より説明がありましたので、

私からは省略させていただきます。 

 岳南排水路使用工場の多くを取り巻く紙産業の状況が、人口減少や電子化などの影響に

より依然として厳しい経営環境に置かれている中、富士市においては、紙・パルプ産業と

も関連の深いＣＮＦの実用化に向けた支援や、関連産業の創出・集積に向けた取り組みが

展開されており、平成３０年度に策定された富士市ＣＮＦ関連産業推進構想に基づく現実

的かつ効果的な施策による地域産業の活性化が期待されているところであります。 
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 一方、岳南排水路管理組合におきましては、管路施設の多くが耐用年数を迎えるに当た

り、延命化・耐震化事業に多額の経費を要することから、今後も財源不足を基金の取り崩

しにより補う厳しい財政状況が続くものと思われます。そのため、引き続きコスト意識を

持ち、歳出の経費の節減に努め、限られた財源の中で健全な事業執行を図ると同時に、施

設の統廃合、ダウンサイジング化等を含めたアセットマネジメントの取り組みを進め、将

来を見据えた運営に努められることを要望し、平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入

歳出決算及び基金運用状況等の審査の報告といたします。 

○議長（米山享範議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号について質疑に入ります。 

○８番（萩野基行議員） 議長。 

○議長（米山享範議員） ８番 萩野基行議員。 

○８番（萩野基行議員） 今の監査報告を伺いましたが、そのような中で、人口減少、電

子化等で紙業が衰退していくというお話を伺いながら、富士市、富士宮市、こちらのほう

ではＣＮＦを進めていこう、活性化していこうということがうたわれている中で、このＣ

ＮＦが活性化することによって、岳南排水路に対する影響というのはどのような影響があ

るのでしょうか。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ＣＮＦにつきましては、岳南地域の製紙産業にとっては非常にプ

ラスになるということですけれども、ＣＮＦからの排水については、製紙業から比べると

排水量自体は非常に小さいものでありますので、岳南排水路使用料だけを見ますと、プラ

スにはならないかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○８番（萩野基行議員） 議長。 

○議長（米山享範議員） ８番 萩野基行議員。 

○８番（萩野基行議員） そのような状況の中で、今伺ったように、コスト削減とかいろ

いろ考えながら、また、できれば基金を取り崩さないような方向でやっていただきたいん

ですけれども、最小限に抑えるような形で、また存続していただければと思います。 

 以上です。 

○議長（米山享範議員） ほかによろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わります。 
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 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成３０年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定については原案どおり

認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

     日程第５ 議第４号令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（第１号） 

○議長（米山享範議員） 日程第５ 議第４号令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） ただいま上程されました議第４号令和元年度岳南排水路管理組合

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 議案書の７ページをお願いいたします。令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（第１号）は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８２８万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２,８２８万８,０００円とするもので

ございます。 

 先ほど管理者から総括説明がされておりますので、直ちに内容説明に入らせていただき

ます。 

 議案書の１１ページ、１２ページをお願いいたします。２、歳入でございます。４款１

項１目前年度繰越金は、決算確定に伴い、補正前の額３,０００万円に５３８万８,０００

円を増額し、３,５３８万８,０００円とするものでございます。 

 また、次の５款２項２目弁償金は、報第１号でご説明した損害賠償金の支払いによるも

ので、新たに２９０万円を計上するものです。 

 続きまして、３、歳出でございますが、２款１項１目一般管理費は、補正前の額 

１億３,９０９万８,０００円に１１０万９,０００円を増額し、１億４,０２０万７,０００

円とするものです。これは、年度当初に追加となった固定資産台帳整備や夏季集中工事実
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施時期に係る使用者への意向調査などにより、一般職１４人の時間外勤務手当を増額する

ものでございます。 

 また、次の５款１項１目予備費は、補正前の額５００万円に７１７万９,０００円を増額

し、１,２１７万９,０００円とするものでございます。これは年度の途中でありますの

で、調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第４号令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）についてご説明

いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（米山享範議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第４号について質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 議第４号令和元年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）については原案どおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第４号は原案どおり可決されました。 

     日程第６ 議第５号岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に関す 

          る条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（米山享範議員） 日程第６ 議第５号岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○局長（渡辺 孝君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 局長。 

○局長（渡辺 孝君） それでは、議第５号岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 

 議案書の１４ページから１５ページ、あわせて黄色の表紙、議案参考資料の１ページを

お願いいたします。本案は、職員の特殊勤務手当において、災害応急作業等手当を新設す

るため、条例の一部を改正するものであります。 
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 改正内容につきましては新旧対照表によりご説明いたしますので、議案参考資料の１ペ

ージをお願いいたします。第２条の改正につきましては、手当の種類に、第４号として災

害応急作業等手当を加えるものです。この災害応急作業等手当は、国において特殊勤務手

当の１つとして設けられており、構成市である富士市におきましては、本年４月１日より

新設がされております。また、富士宮市におきましては、同様の特殊勤務手当として公共

土木施設災害応急作業手当が設けられております。本組合におきましても、両市と同様

に、重大な自然災害等が発生した際に、困難な業務、困難な状況の中で、応急作業等に従

事した職員に対する特殊勤務手当を設けるべきであると考え、災害応急作業等手当を新設

するものであります。 

 別表でございますが、用地買収等交渉手当の項の次に、災害応急作業等手当を加えま

す。手当の支給を受ける者は、富士市と同様に、「異常な自然現象又は大規模な事故により

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、道路等の現場において巡回

監視、応急作業等に従事した職員」とし、手当の額についても、富士市と同様の日額 

５００円といたします。 

 なお、補足といたしまして、本組合の特殊勤務手当の支給条件、支給方法につきまして

は、本条例第４条におきまして、富士市職員の特殊勤務手当に関する条例の適用を受ける

職員の例によることとしております。 

 議案書の１５ページをお願いいたします。附則でありますが、この条例の施行日を公布

の日とするものであります。 

 以上で議第５号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（米山享範議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第５号について質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認め、討論を省略いたします。 

 これから採決に入ります。 

 議第５号岳南排水路管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定については原案どおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり可決されました。 
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 ここで山田監査委員から退席の申し出がありましたので、これを認めます。 

（監査委員 山田充彦君 退席） 

     日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意 

          を求めることについて 

○議長（米山享範議員） 日程第７ 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 本案について、管理者の説明を求めます。 

○管理者（小長井義正君） 議長。 

○議長（米山享範議員） 管理者。 

○管理者（小長井義正君） 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求

めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 このたびご同意を賜りたい監査委員は、知識経験を有する者から選任される委員でござ

います。 

 知識経験を有する監査委員であります山田充彦氏は、来る１１月１５日をもちまして任

期満了となります。これによりまして、後任委員の選任につき、組合規約第１１条第２項

の規定により、議会のご同意を得ようとするものであります。 

 ご提案申し上げました富士市中里１１４１番地、山田充彦氏は、現在、富士市代表監査

委員及び本組合の監査委員に在任中であり、その職務と責任を全うされてまいりましたの

で、引き続き委員として再任しようとするものであります。 

 何とぞ議会のご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（米山享範議員） 説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本案は人事に関することでありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決を行いたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって直ちに採決に入ります。 

 議第６号岳南排水路管理組合監査委員の選任につき同意を求めることについては原案ど

おり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。よって議第６号は原案どおり同意されました。 

 ここで山田監査委員の入場を認めます。 

（監査委員 山田充彦君 入場） 

 以上をもちまして、本定例会に付議された事件は全て終了いたしました。よって本日の

会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１０時５０分 閉 会 
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